
    
令
和
六
年
二
月
十
三
日
開
会 

  

川
越
市
議
会
第
一
回
定
例
会
追
加
議
案 

 

（

令

和

六

年

二

月

二

十

八

日

提

出

） 
    



  
 

 
 

 
 

 
 

議 
 

 
 

 

案 
 

 
 

 

目 
 

 
 

 

次 

 

議

案

第

六

〇

号 
 

非

常

勤

消

防

団

員

等

公

務

災

害

補

償

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

定

め

る

こ

と

に

つ

い

て 

議

案

第

六

一

号 
 

令

和

五

年

度

川

越

市

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

九

号

） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

別

冊

１ 

議

案

第

六

二

号 
 

令

和

六

年

度

川

越

市

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

一

号

） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

別

冊

２ 

議

案

第

六

三

号 
 

川

越

市

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

定

め

る

こ

と

に

つ

い

て 



議

案

第

六

〇

号 

 
 

 

非

常

勤

消

防

団

員

等

公

務

災

害

補

償

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

定

め

る

こ

と

に

つ

い

て 

 

非

常

勤

消

防

団

員

等

公

務

災

害

補

償

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

次

の

と

お

り

定

め

る

。 

  
 

令

和

六

年

二

月

二

十

八

日

提

出 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

川

越

市

長 
 

川 
 

合 
 

善 
 

明 

  
 

 

非

常

勤

消

防

団

員

等

公

務

災

害

補

償

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

非

常

勤

消

防

団

員

等

公

務

災

害

補

償

条

例

（

昭

和

四

十

二

年

条

例

第

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

五

条

第

二

項

第

二

号

中

「

八

千

九

百

円

」

を

「

九

千

百

円

」

に

改

め

る

。 

 
 

 
 

「 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

「  

を 

別

表

中 

八

、

九

〇

〇

円

一

〇

、

六

七

〇

円

一

二

、

四

四

〇

円

九

、

七

九

〇

円

一

一

、

五

五

〇

円

一

三

、

三

二

〇

円

一

〇

、

六

七

〇

円

一

二

、

四

四

〇

円

一

四

、

二

〇

〇

円

 

九

、

一

〇

〇

円 

一

〇

、

八

〇

〇

円 

一

二

、

五

〇

〇

円 

九

、

九

五

〇

円

一

一

、

六

五

〇

円

一

三

、

三

五

〇

円

一

〇

、

八

〇

〇

円

一

二

、

五

〇

〇

円

一

四

、

二

〇

〇

円
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」 

 
 

 

附 
則 

１ 

こ

の

条

例

は

、

令

和

六

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

２ 

改

正

後

の

第

五

条

第

二

項

及

び

別

表

の

規

定

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

以

後

に

支

給

す

べ

き

事

由

の

生

じ

た

非

常

勤

消

防

団

員

等

公

務

災

害

補

償

条

例

第

五

条

第

一

項

に

規

定

す

る

損

害

補

償

（

以

下

「

損

害

補

償

」

と

い

う

。
）

並

び

に

同

日

前

に

支

給

す

べ

き

事

由

の

生

じ

た

同

日

以

後

の

期

間

に

係

る

同

条

例

第

四

条

第

三

号

に

規

定

す

る

傷

病

補

償

年

金

、

同

条

第

四

号

イ

に

規

定

す

る

障

害

補

償

年

金

及

び

同

条

第

六

号

イ

に

規

定

す

る

遺

族

補

償

年

金

（

以

下

「

傷

病

補

償

年

金

等

」

と

い

う

。
）

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

に

支

給

す

べ

き

事

由

の

生

じ

た

損

害

補

償

（

傷

病

補

償

年

金

等

を

除

く

。
）

及

び

同

日

前

に

支

給

す

べ

き

事

由

の

生

じ

た

同

日

前

の

期

間

に

係

る

傷

病

補

償

年

金

等

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

  

提 

案 

理 

由 

非

常

勤

消

防

団

員

等

に

係

る

損

害

補

償

の

基

準

を

定

め

る

政

令

の

一

部

改

正

に

伴

い

、

こ

の

よ

う

に

措

置

す

る

必

要

が

あ

る

。 
に

改

め

る

。 

九

、

一

〇

〇

円 
一

〇

、

八

〇

〇

円 
一

二

、

五

〇

〇

円 

九

、

九

五

〇

円

一

一

、

六

五

〇

円

一

三

、

三

五

〇

円

一

〇

、

八

〇

〇

円

一

二

、

五

〇

〇

円

一

四

、

二

〇

〇

円
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議
案
第
六
〇
号
参
考
資
料 

非
常
勤
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照 

 

改 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

正 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

案 

現 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

行 

（
補
償
基
礎
額
） 

第
五
条 

１ 

略 

２ 

前
項
の
補
償
基
礎
額
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

略 
 

二 

消
防
作
業
従
事
者
、
救
急
業
務
協
力
者
若
し
く
は
水
防
従
事
者
又
は
応
急
措
置
従
事
者

（
以
下
「
消
防
作
業
従
事
者
等
」
と
い
う
。
）
が
消
防
作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救 

急
業
務
に
協
力
し
、
又
は
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、 

若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
消
防
作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力 

し
、
又
は
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
死
亡 

し
、
若
し
く
は
障
害
の
状
態
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
九
千
百
円 

と
す
る
。
た
だ
し
、
そ 

の
額
が
、
そ
の
者
の
通
常
得
て
い
る
収
入
の
日
額
に
比
し
て
公
正
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る 

と
き
は
、
一
万
四
千
二
百
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
こ
れ
を
増
額
し
た
額
と
す
る 

こ
と
が
で
き
る
。 

３
及
び
４ 

略 

（
補
償
基
礎
額
） 

第
五
条 

１ 

略 

２ 

前
項
の
補
償
基
礎
額
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

略 

 

二 

消
防
作
業
従
事
者
、
救
急
業
務
協
力
者
若
し
く
は
水
防
従
事
者
又
は
応
急
措
置
従
事
者

（
以
下
「
消
防
作
業
従
事
者
等
」
と
い
う
。
）
が
消
防
作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救 

急
業
務
に
協
力
し
、
又
は
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、 

若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
消
防
作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力 

し
、
又
は
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
死
亡 

し
、
若
し
く
は
障
害
の
状
態
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
八
千
九
百
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ 

の
額
が
、
そ
の
者
の
通
常
得
て
い
る
収
入
の
日
額
に
比
し
て
公
正
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る 

と
き
は
、
一
万
四
千
二
百
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
こ
れ
を
増
額
し
た
額
と
す
る 

こ
と
が
で
き
る
。 

３
及
び
４ 

略 

別
表 

補
償
基
礎
額
表
（
第
五
条
関
係
） 

別
表 

補
償
基
礎
額
表
（
第
五
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

階
級 

勤
務
年
数 

 

十
年
未
満 

十
年
以
上
二
十
年
未
満 

二
十
年
以
上 

団
長
及
び
副
団

長 

一
二
、
四
四
〇
円 

一
三
、
三
二
〇
円 

一
四
、
二
〇
〇
円 

分
団
長
及
び
副

分
団
長 

一
〇
、
六
七
〇
円 

一
一
、
五
五
〇
円 

一
二
、
四
四
〇
円 

部
長

班
長

階
級 

勤
務
年
数 

 

十
年
未
満 

十
年
以
上
二
十
年
未
満 

二
十
年
以
上 

団
長
及
び
副
団

長 

一
二
、
五
〇
〇
円 

一
三
、
三
五
〇
円 

一
四
、
二
〇
〇
円 

分
団
長
及
び
副

分
団
長 

一
〇
、
八
〇
〇
円 

一
一
、
六
五
〇
円 

一
二
、
五
〇
〇
円 

部
長

班
長
及
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備
考 
略 

 

備
考 

略 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

階
級 

勤
務
年
数 

 
 

 
 

部
長
、
班
長
及

び
団
員 

九
、
一
〇
〇
円 

九
、
九
五
〇
円 

一
〇
、
八
〇
〇
円 

  

階
級 

勤
務
年
数 

 
 

 
 

部
長
、
班
長
及

び
団
員 

八
、
九
〇
〇
円 

九
、
七
九
〇
円 

一
〇
、
六
七
〇
円 
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議

案

第

六

三

号 

 
 

 

川

越

市

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

定

め

る

こ

と

に

つ

い

て 

  

川

越

市

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

次

の

と

お

り

定

め

る

。 

  
 

令

和

六

年

二

月

二

十

八

日

提

出 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

川

越

市

長 
 

川 
 

合 
 

善 
 

明 
 

 
 

  
 

 

川

越

市

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 
 

川

越

市

税

条

例

（

昭

和

二

十

九

年

条

例

第

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

附

則

第

五

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。 

（

令

和

六

年

能

登

半

島

地

震

災

害

に

係

る

雑

損

控

除

額

等

の

特

例

） 

第

五

条

の

二 

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

選

択

に

よ

り

、

法

附

則

第

四

条

の

四

第

四

項

に

規

定

す

る

特

例

損

失

金

額

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

特

例

損

失

金

額

」

と

い

う

。
）

が

あ

る

場

合

に

は

、

特

例

損

失

金

額

（

同

条

第

四

項

に

規

定

す

る

災

害

関

連

支

出

が

あ

る

場

合

に

は

、

第

三

項

に

規

定

す

る

申

告

書

の

提

出

の

日

の

前

日

ま

で

に

支

出

し

た

も

の

に

限

る

。

以

下

こ

の

項

及

び

次

項

に

お

い

て

「

損

失

対

象

金

額

」

と

い

う

。
）

に

つ

い

て

、

令

和

五

年

に

お

い

て

生

じ

た

法

第

三

百

十

四

条

の

二

第

一

項

第

一

号

に

規

定

す

る

損

失

の

金

額

と

し

て

、

こ

の
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条

例

の

規

定

を

適

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

第

三

十

四

条

の

二

の

規

定

に

よ

り

控

除

さ

れ

た

金

額

に

係

る

当

該

損

失

対

象

金

額

は

、

そ

の

者

の

令

和

七

年

度

以

後

の

年

度

分

で

当

該

損

失

対

象

金

額

が

生

じ

た

年

の

末

日

の

属

す

る

年

度

の

翌

年

度

分

の

個

人

の

市

民

税

に

係

る

こ

の

条

例

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

該

損

失

対

象

金

額

が

生

じ

た

年

に

お

い

て

生

じ

な

か

つ

た

も

の

と

み

な

す

。 

２ 

前

項

前

段

の

場

合

に

お

い

て

、

第

三

十

四

条

の

二

の

規

定

に

よ

り

控

除

さ

れ

た

金

額

に

係

る

損

失

対

象

金

額

の

う

ち

に

同

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

た

者

と

生

計

を

一

に

す

る

令

第

四

十

八

条

の

六

第

一

項

に

規

定

す

る

親

族

の

有

す

る

法

附

則

第

四

条

の

四

第

四

項

に

規

定

す

る

資

産

に

つ

い

て

受

け

た

損

失

の

金

額

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

親

族

資

産

損

失

額

」

と

い

う

。
）

が

あ

る

と

き

は

、

当

該

親

族

資

産

損

失

額

は

、

当

該

親

族

の

令

和

七

年

度

以

後

の

年

度

分

で

当

該

親

族

資

産

損

失

額

が

生

じ

た

年

の

末

日

の

属

す

る

年

度

の

翌

年

度

分

の

個

人

の

市

民

税

に

係

る

こ

の

条

例

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

該

親

族

資

産

損

失

額

が

生

じ

た

年

に

お

い

て

生

じ

な

か

つ

た

も

の

と

み

な

す

。 

３ 

第

一

項

の

規

定

は

、

令

和

六

年

度

分

の

第

三

十

六

条

の

二

第

一

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

市

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

及

び

そ

の

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

第

三

十

六

条

の

三

第

一

項

の

確

定

申

告

書

を

含

む

。
）

に

第

一

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

よ

う

と

す

る

旨

の

記

載

が

あ

る

場

合

（

こ

れ

ら

の

申

告

書

に

そ

の

記

載

が

な

い

こ

と

に

つ

い

て

や

む

を

得

な

い

理

由

が

あ

る

と

市

長

が

認

め

る

場

合

を

含

む

。
）

に

限

り

、

適

用

す

る

。 

附

則

第

六

条

中

「

附

則

第

四

条

の

四

第

三

項

」

を

「

附

則

第

四

条

の

五

第

三

項

」

に

改

め

る

。 

附

則

第

七

条

の

五

中

「

附

則

第

四

条

の

五

第

二

項

」

を

「

附

則

第

四

条

の

八

第

二

項

」

に

改

め

る

。 
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附 

則 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

  

提 

案 
理 

由 

地

方

税

法

の

一

部

改

正

に

伴

い

、

こ

の

よ

う

に

措

置

す

る

必

要

が

あ

る

。 
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議
案
第
六
三
号
参
考
資
料 

川
越
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照 

 

改 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

正 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

案 

現 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

行 

 
 

 

附 

則 

附 

則 

（
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
災
害
に
係
る
雑
損
控
除
額
等
の
特
例
） 

第
五
条
の
二 

所
得
割
の
納
税
義
務
者
の
選
択
に
よ
り
、
法
附
則
第
四
条
の
四
第
四
項
に
規
定

す
る
特
例
損
失
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例
損
失
金
額
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場

合
に
は
、
特
例
損
失
金
額
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
災
害
関
連
支
出
が
あ
る
場
合
に
は
、

第
三
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
の
日
の
前
日
ま
で
に
支
出
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ

の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
損
失
対
象
金
額
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
令
和
五
年
に
お
い

て
生
じ
た
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
損
失
の
金
額
と
し
て
、
こ
の

条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
四
条
の
二
の
規

定
に
よ
り
控
除
さ
れ
た
金
額
に
係
る
当
該
損
失
対
象
金
額
は
、
そ
の
者
の
令
和
七
年
度
以
後

の
年
度
分
で
当
該
損
失
対
象
金
額
が
生
じ
た
年
の
末
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
個
人

の
市
民
税
に
係
る
こ
の
条
例
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
損
失
対
象
金
額
が
生
じ
た

年
に
お
い
て
生
じ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。 

２ 

前
項
前
段
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
た
金
額
に
係

る
損
失
対
象
金
額
の
う
ち
に
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
者
と
生
計
を
一
に
す
る
令
第
四

十
八
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
親
族
の
有
す
る
法
附
則
第
四
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る

資
産
に
つ
い
て
受
け
た
損
失
の
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
親
族
資
産
損
失
額
」
と
い

う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
親
族
資
産
損
失
額
は
、
当
該
親
族
の
令
和
七
年
度
以
後
の
年

度
分
で
当
該
親
族
資
産
損
失
額
が
生
じ
た
年
の
末
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
個
人
の

市
民
税
に
係
る
こ
の
条
例
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
親
族
資
産
損
失
額
が
生
じ
た

年
に
お
い
て
生
じ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
は
、
令
和
六
年
度
分
の
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
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よ
る
申
告
書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
市
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で

に
提
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
の
確
定
申

告
書
を
含
む
。
）
に
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
場
合
（

こ
れ
ら
の
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
市
長

が
認
め
る
場
合
を
含
む
。
）
に
限
り
、
適
用
す
る
。 

（
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
つ
た
場
合
の
医
療
費
控
除
の
特
例
） 

第
六
条 

平
成
三
十
年
度
か
ら
令
和
九
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法

附
則
第
四
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第
三
十
四
条
の
二
の
規
定
に

よ
る
控
除
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
選
択
に
よ
り
、
同
条
中
「
同
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

「
同
条
第
一
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
」
と
、
「
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
ま
で
並
び
に
法
附

則
第
四
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第

一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

（
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
つ
た
場
合
の
医
療
費
控
除
の
特
例
） 

第
六
条 

平
成
三
十
年
度
か
ら
令
和
九
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法

附
則
第
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第
三
十
四
条
の
二
の
規
定
に

よ
る
控
除
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
選
択
に
よ
り
、
同
条
中
「
同
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

「
同
条
第
一
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
」
と
、
「
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
ま
で
並
び
に
法
附

則
第
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第

一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

（
寄
附
金
税
額
控
除
の
対
象
と
な
る
寄
附
金
の
特
例
） 

第
七
条
の
五 

租
税
特
別
措
置
法
第
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る

第
三
十
四
条
の
六
第
一
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
掲
げ
る

寄
附
金
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
寄
附
金
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二

十
六
号
）
第
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
利
子
等
の
金
額

の
う
ち
当
該
寄
附
金
の
支
出
に
充
て
ら
れ
た
も
の
と
し
て
令
附
則
第
四
条
の
八
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。 

（
寄
附
金
税
額
控
除
の
対
象
と
な
る
寄
附
金
の
特
例
） 

第
七
条
の
五 

租
税
特
別
措
置
法
第
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る

第
三
十
四
条
の
六
第
一
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
掲
げ
る

寄
附
金
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
寄
附
金
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二

十
六
号
）
第
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
利
子
等
の
金
額

の
う
ち
当
該
寄
附
金
の
支
出
に
充
て
ら
れ
た
も
の
と
し
て
令
附
則
第
四
条
の
五
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。 
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